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土砂や家屋の片づけをする際は防塵マスクの着用を。粉じんの吸入により健康に害を及ぼす可能性があります。

  
 ⺠年⾦保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除※)、納付猶予、学⽣納付特例を受けた期間

があると、保険料を全額納めたときに⽐べ、⽼齢基礎年⾦の年⾦額が少なくなります。 

そこで、将来受け取る⽼齢基礎年⾦の年⾦額を増やすために、１０年以内であれば、これらの期間 

の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。 

※障害年⾦を受けている期間や⽣活保護の⽣活扶助を受けている期間などは、本⼈からの届出により ⺠年⾦保険料が全額免除 
されます。これを法定免除といいます。 

平成 30 年(2018 年)3 月 31 日までに追納する場合の保険料額         〔月額〕 

・免除などを受けた期間の翌年度から数えて３年度⽬以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が 
上乗せされます。なお、上記 部分の保険料には、一定の加算額が含まれています。 

＜追納に関する注意事項＞ 

① 一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。 

(例えば、3/4 免除の期間を追納する場合は、残りの 1/4 の保険料を納めている必要があります) 

② ⽼齢基礎年⾦を受けられる方は、追納できません。 

③ 追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。 

④ 追納するためには、申し込みが必要です。 

「 ⺠年⾦保険料追納申込書」に必要事項を記載し、お近くの年⾦事務所へご提出ください。 

(郵送による提出も可能です) 

・「 ⺠年⾦保険料追納申込書」は、日本年⾦機構ホームページ（http://www.nenkin.go.jp/）からダウンロード 

することができます。 

 納のご相談は、お近くの年⾦事務所へお問い合わせください。 
後納制度の

お知らせ 

免除や納付猶予を受けていない期間で保険料を納めていない期間は、2 年を経過すると納める

ことができませんが、平成30年9月までに限り、過去５年分まで納めることができます。 

詳しくはお近くの年⾦事務所へお問い合わせください。 

期 間 

全額免除

法定免除

納付猶予 

学⽣納付特例 

一部免除 

3/4 免除 半額免除 1/4 免除 

平成 19 年 4 月〜20 年 3 月分 15,040 円 11,280 円 7,520 円 3,760 円 

平成 20 年 4 月〜21 年 3 月分 15,160 円 11,370 円 7,570 円 3,790 円 

平成 21 年 4 月〜22 年 3 月分 15,250 円 11,430 円 7,620 円 3,810 円 

平成 22 年 4 月〜23 年 3 月分 15,510 円 11,630 円 7,750 円 3,870 円 

平成 23 年 4 月〜24 年 3 月分 15,290 円 11,460 円 7,650 円 3,820 円 

平成 24 年 4 月〜25 年 3 月分 15,140 円 11,350 円 7,570 円 3,780 円 

平成 25 年 4 月〜26 年 3 月分 15,120 円 11,340 円 7,560 円 3,780 円 

平成 26 年 4 月〜27 年 3 月分 15,270 円 11,450 円 7,630 円 3,810 円 

平成 27 年 4 月〜28 年 3 月分 15,590 円 11,690 円 7,790 円 3,900 円 

平成 28 年 4 月〜29 年 3 月分 16,260 円 12,190 円 8,130 円 4,060 円 

〜 ⺠年⾦保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ〜 

国⺠年⾦保険料の 納をおすすめします！ 　

（次ページに続く）
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熱中症に注意！！室内でもなる可能性があります。こまめな水分補給を。

　

（次ページに続く）



　お問合せ　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　東峰村役場宝珠山庁舎　総合窓口（保健福祉課）（電話：72-2311）
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撤去時の感染症予防を。素肌を露出せず必ず手洗いを
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管理栄養士からのお知らせ
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　4月下旬に、つるむらさき 800 本、ミニトマト（アイコ）150 本の苗が

東峰ふぁーむに届きました。すきこみ、畝たてなど初めて機械でおこない、

いい経験ができました。しかし、ハウスの中はすべて手作業でとても大変

でした．．．。昔の農家の方に敬礼です。

　6月下旬から、つるむらさきはグリーンコープに週 500 袋、ミニトマト

は直売所や道の駅に出荷しています。目標は、つるむらさき 1万袋（２ｔ）、

ミニトマト 300kg を出荷します。朝 3、4時起きがほぼ毎日ですが、収穫

スピード、袋詰め作業を短縮して、5時に起きて 100 袋を仕事前の 8時半までに出荷が終わるよ

うにしたいと思います。

　出荷支援では、4月からポイントカードを導入したのもあってか、会員さんが去年を超える勢

いで野菜を出荷して頂いています。貯まったポイントは袋や肥料などに交換できるため、出荷の

促進につながっているようで良かったです。また、つづみの里では、会員さんの野菜が売れるよ

うに、ポップも作成しています。目標として、出荷支援での売り上げを去年の 2倍にしたいで

す！．．．否、2倍にします！！

　災害により出荷支援をしばらくお休みにしていましたが、8月は毎日やることにしました！！

会員さんと私で直売所・道の駅を盛り上げていき、東峰村の野菜のおいしさが広まればいいなと

思います！！
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地域おこし協力隊 活動日誌

今月の協力隊活動日誌は坂口隊員・高瀬隊員2名でお送りします！！

坂口隊員

▲ミニトマト出荷

▲出荷支援野菜＆ポップ ▲東峰ふぁーむ つるむらさき圃場

▲つるむらさき出荷



　村に移住して一年、四季を通じて移ろいゆく村の景色を

体感しました。セミの声が聞こえると、何もわからずに村

に飛び込んだ一年前のことが思い出されました。

　さて、皆さまにご報告があります。この度、結婚し髙瀬

から靏
つる の

野に苗字が変わりました。そして、おなかの中では

小さな命が育っています。7月末日で地域おこし協力隊を

退任し、9月に出産予定です。退任後は当初のミッション

通り農家レストランの開業を目指し、出来ることから始め

ていく予定です。子育てと並行しながら野菜やハーブを育

て、お店をやっていくことはおそらくとても大変なので、

まずは惣菜業から始めていこうと考えています。

　活動期間は一年間でしたが様々なシーンを通じてたくさ

んの村民の方々と出会うことができたことは貴重な経験そ

してこれからの糧になりました。　

　これからはわたしも一村民として、積極的にいろんなこ

とに関わっていきたいと思います。そして村に子どもの声

がたくさん響き渡るようになったらなぁと思います。

　安心安全の手作り駄菓子屋とかもやりたいことリストに

入っています。「くらし」が愉しく豊かになるよう自分に

できる小さなことから始めていこうと思います。

　改めて、東峰村にご縁があったことをうれしく思います。

雄大な自然と他にない文化と産業が残るこの村でわたしに

できることを思いきりやっていこうと思います。

　村民の皆さま、一年間本当にありがとうございました。

そしてこれからも末永くよろしくお願いいたします。
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地域おこし協力隊 髙瀬隊員

活動終了のお知らせ

①

②

③

④

写真　①ズッキーニ　②始めての梅しごと　

③きゅうりの収穫　④藍の生葉叩き染め


